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電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
軽
微
な
作
業
）

（
軽
微
な
作
業
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
の
自
家
用
電
気
工
作
物
の
保
安
上
支
障
が
な
い

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
の
自
家
用
電
気
工
作
物
の
保
安
上
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
作
業
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

と
認
め
ら
れ
る
作
業
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
作
業
以
外
の
作
業

一

次
に
掲
げ
る
作
業
以
外
の
作
業

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

が
い
し
に
電
線
（
電
気
さ
く
の
電
線
及
び
そ
れ
に
接
続
す
る
電
線

ロ

が
い
し
に
電
線
（
電
気
さ
く
の
電
線
及
び
そ
れ
に
接
続
す
る
電
線

を
除
く
。
ハ
、
ニ
及
び
チ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り
付
け
、
又
は

を
除
く
。
ハ
、
ニ
及
び
チ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り
付
け
る
作
業

こ
れ
を
取
り
外
す
作
業

ハ

電
線
を
直
接
造
営
材
そ
の
他
の
物
件
（
が
い
し
を
除
く
。
）
に
取

ハ

電
線
を
直
接
造
営
材
そ
の
他
の
物
件
（
が
い
し
を
除
く
。
）
に
取

り
付
け
、
又
は
こ
れ
を
取
り
外
す
作
業

り
付
け
る
作
業

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

ホ

配
線
器
具
を
造
営
材
そ
の
他
の
物
件
に
取
り
付
け
、
若
し
く
は
こ

ホ

配
線
器
具
を
造
営
材
そ
の
他
の
物
件
に
固
定
し
、
又
は
こ
れ
に
電

れ
を
取
り
外
し
、
又
は
こ
れ
に
電
線
を
接
続
す
る
作
業
（
露
出
型
点

線
を
接
続
す
る
作
業
（
露
出
型
点
滅
器
又
は
露
出
型
コ
ン
セ
ン
ト
を

滅
器
又
は
露
出
型
コ
ン
セ
ン
ト
を
取
り
換
え
る
作
業
を
除
く
。
）

取
り
換
え
る
作
業
を
除
く
。
）

ヘ

（
略
）

ヘ

（
略
）

ト

金
属
製
の
ボ
ッ
ク
ス
を
造
営
材
そ
の
他
の
物
件
に
取
り
付
け
、
又

ト

ボ
ッ
ク
ス
を
造
営
材
そ
の
他
の
物
件
に
取
り
付
け
る
作
業

は
こ
れ
を
取
り
外
す
作
業

チ

電
線
、
電
線
管
、
線
樋
、
ダ
ク
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
が

チ

電
線
、
電
線
管
、
線
樋
、
ダ
ク
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
が

造
営
材
を
貫
通
す
る
部
分
に
金
属
製
の
防
護
装
置
を
取
り
付
け
、
又

造
営
材
を
貫
通
す
る
部
分
に
防
護
装
置
を
取
り
付
け
る
作
業

は
こ
れ
を
取
り
外
す
作
業
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リ

金
属
製
の
電
線
管
、
線
樋
、
ダ
ク
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物

リ

金
属
製
の
電
線
管
、
線
樋
、
ダ
ク
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物

又
は
こ
れ
ら
の
附
属
品
を
、
建
造
物
の
メ
タ
ル
ラ
ス
張
り
、
ワ
イ
ヤ

又
は
こ
れ
ら
の
附
属
品
を
、
建
造
物
の
メ
タ
ル
ラ
ス
張
り
、
ワ
イ
ヤ

ラ
ス
張
り
又
は
金
属
板
張
り
の
部
分
に
取
り
付
け
、
又
は
こ
れ
ら
を

ラ
ス
張
り
又
は
金
属
板
張
り
の
部
分
に
取
り
付
け
る
作
業

取
り
外
す
作
業

ヌ

配
電
盤
を
造
営
材
に
取
り
付
け
、
又
は
こ
れ
を
取
り
外
す
作
業

ヌ

配
電
盤
を
造
営
材
に
取
り
付
け
る
作
業

ル

接
地
線
（
電
気
さ
く
を
使
用
す
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

ル

接
地
線
（
電
気
さ
く
を
使
用
す
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
家
用
電
気
工
作
物
（
自
家
用
電
気
工

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
家
用
電
気
工
作
物
に
取
り
付
け
、
接

作
物
の
う
ち
最
大
電
力
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
需
要
設
備
に
お
い

地
線
相
互
若
し
く
は
接
地
線
と
接
地
極
（
電
気
さ
く
を
使
用
す
る
た

て
設
置
さ
れ
る
電
気
機
器
で
あ
つ
て
電
圧
六
百
ボ
ル
ト
以
下
で
使
用

め
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
を
接
続
し

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
取
り
付
け
、
若
し
く
は
こ
れ
を
取
り
外
し

、
又
は
接
地
極
を
地
面
に
埋
設
す
る
作
業

、
接
地
地
線
相
互
若
し
く
は
接
地
線
と
接
地
極
（
電
気
さ
く
を
使
用

す
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
を

接
続
し
、
又
は
接
地
極
を
地
面
に
埋
設
す
る
作
業

ヲ

（
略
）

ヲ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

法
第
三
条
第
二
項
の
一
般
用
電
気
工
作
物
の
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認

２

法
第
三
条
第
二
項
の
一
般
用
電
気
工
作
物
の
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
作
業
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と

め
ら
れ
る
作
業
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
作
業
以
外
の
作
業

一

次
に
掲
げ
る
作
業
以
外
の
作
業

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

接
地
線
を
一
般
用
電
気
工
作
物
（
電
圧
六
百
ボ
ル
ト
以
下
で
使
用

ロ

接
地
線
を
一
般
用
電
気
工
作
物
に
取
り
付
け
、
接
地
線
相
互
若
し

す
る
電
気
機
器
を
除
く
。
）
に
取
り
付
け
、
若
し
く
は
こ
れ
を
取
り

く
は
接
地
線
と
接
地
極
と
を
接
続
し
、
又
は
接
地
極
を
地
面
に
埋
設

外
し
、
接
地
線
相
互
若
し
く
は
接
地
線
と
接
地
極
と
を
接
続
し
、
又

す
る
作
業

は
接
地
極
を
地
面
に
埋
設
す
る
作
業

二

（
略
）

二

（
略
）
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（
試
験
員
の
要
件
）

（
試
験
員
の
要
件
）

第
十
三
条
の
七

法
第
七
条
の
九
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件

第
十
三
条
の
七

法
第
七
条
の
九
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
一
種
電
気
工
事
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど

一

第
一
種
電
気
工
事
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど

う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
（
第
三
号
の
事
務
を
除
く
。
）
を
行
う
試

う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
（
第
三
号
の
事
務
を
除
く
。
）
を
行
う
試

験
員
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

験
員
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
電

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
電

気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に

気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
助
教
授
の
職
に

あ
り
、
又
は
あ
つ
た
者

あ
り
、
又
は
あ
つ
た
者

ロ
（
略
）

ロ
（
略
）

ハ

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
よ

ハ

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
よ

る
高
等
学
校
教
諭
の
専
修
免
許
状
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
校
教

る
高
等
学
校
教
諭
一
級
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
校

育
法
に
よ
る
高
等
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当

教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担

す
る
教
諭
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
も
の

当
す
る
教
諭
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
も
の

ニ
～
チ
（
略
）

ニ
～
チ
（
略
）

二

第
二
種
電
気
工
事
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど

二

第
二
種
電
気
工
事
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど

う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
（
次
号
の
事
務
を
除
く
。
）
を
行
う
試
験

う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
（
次
号
の
事
務
を
除
く
。
）
を
行
う
試
験

員
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

員
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
電

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
電

気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に

気
工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
助
教
授
の
職
に

あ
り
、
又
は
あ
つ
た
者

あ
り
、
又
は
あ
つ
た
者

ロ
（
略
）

ロ
（
略
）

ハ

教
育
職
員
免
許
法
に
よ
る
高
等
学
校
教
諭
の
専
修
免
許
状
を
有
す

ハ

教
育
職
員
免
許
法
に
よ
る
高
等
学
校
教
諭
一
級
普
通
免
許
状
を
有

る
者
で
あ
つ
て
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
に
お
い
て
電
気
工

す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
に
お
い
て
電
気

学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
諭
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
も

工
学
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
諭
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た

の

も
の
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ニ
～
チ
（
略
）

ニ
～
チ
（
略
）

三
（
略
）

三
（
略
）


